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本
法
律
案
は
、
有
明
海
及
び
八
代
海
並
び
に
こ
れ
ら
に
隣
接
す
る
海
面
の
海
域
に
お
け
る
赤
潮
等
に
よ
る
漁
業
被
害
の
発
生

状
況
そ
の
他
有
明
海
及
び
八
代
海
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
状
況
に
鑑
み
、
有
明
海
及
び
八
代

海
等
の
再
生
対
策
の
一
層
の
充
実
強
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
対
象
と
な
る
海
域
の
拡
張

こ
の
法
律
の
対
象
と
な
る
海
域
に
、
「
橘
湾
」
及
び
「
熊
本
県
天
草
市
牛
深
町
周
辺
の
海
域
」
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
国
庫
補
助
の
補
助
率
の
嵩
上
げ
措
置
の
継
続

特
定
の
漁
港
漁
場
整
備
事
業
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
補
助
率
の
嵩
上
げ
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
期
限
を
十
年
間
延
長
し
、

平
成
三
十
三
年
度
ま
で
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
赤
潮
被
害
等
を
受
け
た
漁
業
者
等
へ
の
被
害
救
済
対
策
等
の
強
化

赤
潮
被
害
等
を
受
け
た
漁
業
者
等
に
対
す
る
支
援
・
救
済
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
の
赤
潮
発
生
時
に
取
ら
れ
た
措
置
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を
踏
ま
え
て
施
策
の
内
容
を
明
示
す
る
等
、
規
定
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
国
及
び
関
係
県
に
よ
る
調
査
事
項
の
追
加

国
及
び
関
係
県
に
よ
る
調
査
事
項
に
つ
い
て
、
「
有
明
海
及
び
八
代
海
等
の
海
域
に
流
入
す
る
河
川
の
流
域
に
お
け
る
森

林
と
当
該
海
域
の
環
境
と
の
関
係
に
関
す
る
調
査
」
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
有
明
海
・
八
代
海
総
合
調
査
評
価
委
員
会
の
所
掌
事
務
の
見
直
し

１

法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
行
う
も
の
と
さ
れ
た
見
直
し
に
際
し
て
評
価
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
有
明
海
・
八
代
海
総

合
調
査
評
価
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
国
及
び
関
係
県
が
行
う
総
合
的
な
調
査
の
結
果
に
基
づ
い

て
有
明
海
及
び
八
代
海
の
再
生
に
係
る
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

有
明
海
・
八
代
海
総
合
調
査
評
価
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。

六
、
見
直
し
等

新
法
の
対
象
と
な
る
海
域
に
隣
接
す
る
海
域
に
お
い
て
、
新
た
に
有
明
海
又
は
八
代
海
の
環
境
に
起
因
す
る
赤
潮
等
に
よ
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る
漁
業
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
新
法
に
規
定
す
る
施
策
に
係
る
海
域
の
範
囲
に
つ
い
て
速
や
か
に
見
直
し
を
行
う
と

と
も
に
、
こ
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
、
当
該
赤
潮
等
に
よ
る
漁
業
被
害
に
関
し
、
新
法
の
規
定
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ

る
措
置
と
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


